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1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

【要求事項】 

  再処理事業者において，セル内において有機溶媒その他の物

質を内包する施設において，再処理規則第１条の３第４号に規

定する重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に

掲げる手順等が適切に整備されているか，又は整備される方針

が適切に示されていること。 

  一  火災又は爆発の発生（リン酸トリブチルの混入による急

激な分解反応により発生するものを除く。）を未然に防止

するために必要な手順等 

  二  火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を

収束させるために必要な手順等 

  三  火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配

管の流路を遮断するために必要な手順等及び換気系統の

配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配

管の外部へ放射性物質を排出するために必要な手順等 

  四  火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放

出による影響を緩和するために必要な手順等 

 

【解釈】 

１ 第１号に規定する「火災又は爆発の発生（リン酸トリブチル

の混入による急激な分解反応により発生するものを除く。）を

未然に防止するための手順等」とは，例えば，設計基準の要求

により措置した設備とは異なる溶液の回収・移送設備及びセル

内注水設備を作動させるための手順等をいう。 

3



 

２  第２号に規定する「火災又は爆発が発生した場合において火

災又は爆発を収束させるために必要な手順等」とは，例えば，

設計基準の要求により措置した設備とは異なる消火設備や窒

息消火設備（ダンパ等の閉止），漏えいした溶液の冷却設備及

びセル内注水設備を作動させるための手順等をいう。 

３ 第３号に規定する「火災又は爆発が発生した設備に接続する

換気系統の配管の流路を遮断するために必要な手順等及び換

気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置され

た配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な手順等」と

は，例えば，換気系統（機器及びセル）の流路を閉止するため

の閉止弁，密閉式ダンパ，セル内に設置された配管の外部へ放

射性物質を排出するための設備を作動させるための手順等を

いう。 

４ 第４号に規定する「火災又は爆発が発生した場合において放

射性物質の放出による影響を緩和するために必要な手順等」と

は，例えば，セル換気系統の有する機能及び性能のうち，事故

に対応するために必要なものを代替する設備を作動させるた

めの手順等をいう。 

５ 上記１から４までの手順等には，対策を実施するために必要

となる電源，補給水，施設の状態を監視するための手順等を含

む。 
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の再発の防止，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応発生時の換気系統の遮断・貯留タンクでの貯留及び放射

性物質の放出による影響の低減のための対処設備を整備する。 

 ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明す

る。 
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1.4.1 対応手段と設備の選定 

（１） 対応手段と設備の選定の考え方 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，安全機

能を有する施設が有する機能，相互関係を明確にした（以下

「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に

対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第

1.4－１図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※ １を選定する。 

 ※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすこ

とや全てのプラント状況において使用す

ることは困難であるが，プラント状況に

よっては，事故対応に有効な設備 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，事業指定基準規

則第三十七条及び技術基準規則第三十一条（以下「基準規則」

という。）の要求事項を満足する設備が網羅されていること

を確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

（２）対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，プルトニウム濃縮缶におけ

るＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応については，希釈剤流量

計の機能喪失に伴う希釈剤供給の停止によりＴＢＰ等を含

有する硝酸プルトニウム溶液がプルトニウム濃縮缶に供給

されることに加えて，プルトニウム濃縮缶加熱設備の蒸気発
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生器の加熱蒸気圧力計の故障及び加熱蒸気温度が異常に上

昇した際に一次蒸気及び加熱蒸気を停止する機能の喪失に

より加熱蒸気温度が通常よりも高い状態で加熱が継続し，人

為的な過失の重畳によりプルトニウム濃縮缶において硝酸

プルトニウム溶液の過濃縮が発生し，沸点が上昇することで

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する温度に到達し，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生することを想定す

る。 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び審査基準，基準規則からの要求により

選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設

備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順の関係を第 1.4－１表に整理する。さらに，

監視計器類の仕様を第 1.4－２表に整理する。 

 

ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置

の対応手段及び設備 

(ａ ) プルトニウム濃縮缶への供給停止 

第 1.4-１図に示す設備又は手段の機能喪失により，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応の発生を防止する機能が喪失し，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において

も，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知し，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応の拡大を防止するために，プル

トニウム濃縮缶への供給液の供給を停止する手段がある。 
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具体的には，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルト

ニウム濃縮缶気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶

液相部の温度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報し

た場合に，論理回路を用いて，自動で供給液の供給を停止す

る手段がある。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，プルトニ

ウム濃縮缶供給槽液位計により，論理回路を用いたプルトニ

ウム濃縮缶への供給液の供給停止の成否を確認する手段が

ある。 

論理回路を用いたプルトニウム濃縮缶への供給停止に使

用する設備は以下のとおり。（第 1.4-３表） 

・プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオ

ン 

・プルトニウム精製設備の配管 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶供給槽液位計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶圧力計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温度計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計 

・計測制御系統施設の監視制御盤 

 

(ｂ ) 加熱蒸気の供給停止 

第 1.4-１図に示す設備又は手段の機能喪失により，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応の発生を防止する機能が喪失し，

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において

も，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知し，ＴＢ
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Ｐ等の錯体の急激な分解反応の拡大を防止するために，プル

トニウム濃縮缶への加熱蒸気の供給を停止する手段がある。 

具体的には，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルト

ニウム濃縮缶気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶

液相部の温度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報し

た場合に，蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁を閉止

することで，加熱蒸気の供給を停止する手段がある。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，プルトニ

ウム濃縮缶加熱蒸気温度計により，加熱蒸気の供給停止の成

否を確認する手段がある。 

加熱蒸気の供給停止に使用する設備は以下のとおり。（第

1.4-３表） 

・プルトニウム精製設備の蒸気発生器へ蒸気を供給する系統

の手動弁 

・プルトニウム精製設備の配管 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶圧力計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温度計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計 

・計測制御系統施設の監視制御盤 

 

(ｃ ) 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用いた

対応 

第 1.4-１図に示す設備又は手段の機能喪失により，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応の発生を防止する機能が喪失し，Ｔ
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ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合においても，大

気中への放射性物質の放出量を低減する手段がある。 

具体的には，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニ

ウム濃縮缶気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相

部の温度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合

に，論理回路を用いて，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の流路を自動的に遮断するとともに，貯留タンクへの経路を確

立し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応で発生する放射性物質

を貯留タンクへ導出する手段がある。 

また，貯留タンクによる放射性物質を含む気体の貯留完了後，

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断している

弁の開操作を行い，排風機を再起動して，通常時の放出経路に

復旧する手段がある。 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用いた

対応に使用する設備は以下のとおり。（第 1.4-３表） 

・プルトニウム精製設備の配管 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の配管 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィ

ルタ 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶圧力計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温度計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計 

・計測制御系統施設の監視制御盤 
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・貯留設備の配管 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の空気圧縮機 

・貯留設備の貯留タンク 

・貯留設備の圧力計 

・貯留設備の流量計 

 

(ｄ ) 放出低減対策 

第 1.4-１図に示す設備又は手段の機能喪失により，ＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応の発生を防止する機能が喪失し，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合においても，大

気中への放射性物質の放出量を低減する手段がある。 

具体的には，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した際

に塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィル

タを用いて大気中への放出を低減する手段がある。 

また，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃

縮缶気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温

度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合に，論

理回路を用いて，廃ガスポットへの水封を自動で行う手段があ

る。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生後，供給配管の自動弁

の開閉状態の確認により，廃ガスポットへの水封の成否を確認

する手段がある。 

放出低減対策に使用する設備は以下のとおり。（第 1.4-３表） 

・プルトニウム精製設備の配管 
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・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶圧力計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温度計 

・計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の配管 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィ

ルタ 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の廃ガスポット 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機 

・貯留設備の配管 

・貯留設備の隔離弁 

・貯留設備の貯留タンク 

・貯留設備の圧力計 

・計測制御系統施設の監視制御盤 

 

(ｅ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

プルトニウム濃縮缶への供給停止に使用する設備のうち， 

プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン，

プルトニウム精製設備の配管，計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶供給槽液位計，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮

缶圧力計，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温度

計，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計及び

計測制御系統施設の監視制御盤を重大事故等対処設備として

位置づける。 

加熱蒸気の供給停止に使用する設備のうち，プルトニウム精
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製設備の蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁，プルトニ

ウム精製設備の配管，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶

加熱蒸気温度計，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶圧力

計，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温度計，計

測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計及び計測

制御系統施設の監視制御盤を重大事故等対処設備として位置

づける。 

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用いた

対応に使用する設備のうち，プルトニウム精製設備の配管，塔

槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の配管，塔槽類廃ガス処

理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタ，塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の隔離弁，塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の排風機，計測制御系統施設のプルトニウム濃

縮缶圧力計，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温

度計，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計及

び計測制御系統施設の監視制御盤を重大事故等対処設備とし

て位置づける。 

また，貯留タンクの配管，貯留設備の隔離弁，貯留設備の空

気圧縮機，貯留設備の貯留タンク，貯留設備の圧力計及び貯留

設備の流量計を重大事故等対処設備として設置する。 

放出低減対策に使用する設備のうち，プルトニウム精製設備

の配管，計測制御系統施設のプルトニウム濃縮缶圧力計，計測

制御系統施設のプルトニウム濃縮缶気相部温度計，計測制御系

統施設のプルトニウム濃縮缶液相部温度計，塔槽類廃ガス処理

系（プルトニウム系）の配管，塔槽類廃ガス処理系（プルトニ
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ウム系）の高性能粒子フィルタ，塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の隔離弁，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の廃ガスポット，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排

風機及び計測制御系統施設の監視制御盤を重大事故等対処設

備として位置づける。 

また，貯留設備の配管，貯留設備の隔離弁，貯留設備の貯留

タンク，貯留設備の圧力計を重大事故等対処設備として設置す

る。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されて

いる。 

以上の重大事故等対処設備により，ＴＢＰ等の錯体の急激な 

分解反応の拡大を防止することができる。 

 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，

緊急停止系を用いてプルトニウム濃縮缶への供給液の供給を

停止する手段がある。 

プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶気

相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度高警

報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合に，実施責任

者が事象発生の判断を行った後での操作が必要となるため，論

理回路を用いた自動での供給停止と比較して，対応完了までに

わずかに時間を要する。 

使用する以下の設備は重大事故等対処設備とは位置づけな

いが，プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるた
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め，自主対策設備として位置づける。 

・緊急停止系 

・緊急停止操作スイッチ 

 

ｂ．電源及び監視 

(ａ ) 電源及び監視 

ⅰ） 電源 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応は，内的事象の多重故障

及び人為的な過失の重畳を起因として発生し，外部電源の喪

失では異常が進展せずＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生しないことから，事故発生の起因との関連で，重大事故

等対処設備である常用の電気設備を用いて重大事故等への

対処を行う。 

 

ⅱ） 監視 

上記「ａ．（ａ）プルトニウム濃縮缶への供給停止」，「ａ．

（ｂ）加熱蒸気の供給停止」，「ａ．（ｃ）貯留設備による放射

性物質の貯留に使用する設備を用いた対応」及び「ａ．（ｄ）

放出低減対策」により，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡

大を防止する際には，対策の成否を判断するためのプルトニウ

ム濃縮缶供給槽液位等を監視する手段がある。監視に使用する

設備（監視計器）は以下のとおり。 

・プルトニウム濃縮缶供給槽液位計 

・プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計 

・貯留設備の流量計 
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・貯留設備の圧力計 

 

(ｂ ) 重大事故等対処設備 

  監視にて使用する設備のうち，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解

反応の拡大の防止に必要なプルトニウム濃縮缶供給槽液位計

及びプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計を重大事故等対処設

備として位置づける。 

また，貯留設備の圧力計及び貯留設備の流量計を重大事故等

対処設備として設置する。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求され

る設備が全て網羅されている。 

 

ｃ．手順等 

   上記「ａ．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止

のための措置の対応手段及び設備」により選定した対応手段

に係る手順を整備する。 

   これらの手順は，重大事故時における実施組織要員による

一連の対応として精製建屋の「重大事故等発生時対応手順書」

に定める（第 1.4－１表）。 

   また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整

備する（第 1.4－２表）。 
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1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のため

の措置の対応手順 

(１ ) プルトニウム濃縮缶へ供給停止 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知し，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応が発生した機器への供給液の供給を

自動で停止し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防

止する。 

  ａ．手順着手の判断基準 

   プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶

気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度

高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合。 

  ｂ．操作手順 

   プルトニウム濃縮缶への供給停止の手順の概要は以下の

とおり。手順の成功は，プルトニウム濃縮缶供給槽液位が一

定となっていることにより判断する。手順の対応フローを第

1.4－２図，概要図を第 1.4－３図，タイムチャートを第 1.4

－４図に示す。また，対処における各対策の判断方法と判断

基準を第 1.4－４表に示す。 

（ａ）プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮

缶気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温

度高警報によりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を

検知した場合，論理回路により，ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応の発生を想定する機器（第 1.4－５表）への供給液
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の供給を自動で停止する。 

（ｂ）実施責任者は，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プ

ルトニウム濃縮缶気相部の温度高警報及びプルトニウム濃

縮缶液相部の温度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に

発報したことによりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生を判断し，実施組織要員にプルトニウム濃縮缶供給槽液

位の指示値の確認を指示する。 

（ｃ）実施組織要員は，監視制御盤にてプルトニウム濃縮缶供

給槽液位の指示値を約 20 分間確認し，実施責任者に確認結

果を報告する。 

（ｄ）実施責任者は，プルトニウム濃縮缶供給槽液位が，約 20

分間一定となっていることをもって，プルトニウム濃縮缶

への供給が停止したことを判断する。 

 ｃ．操作の成立性 

プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶

気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度

高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合におけ

るプルトニウム供給槽ゲデオンの自動停止は，ＴＢＰ等の錯

体の急激な分解反応の発生を検知後，速やかに実施される。 

プルトニウム濃縮缶への供給停止の操作は，実施組織要員

２名にて作業を実施した場合，監視作業の開始からプルトニ

ウム濃縮缶への供給停止操作の完了の判断まで 20 分以内に

実施可能である。 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の起因は計器指示値確

認等における人為的な過失も一因であることから，過失に関
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わった運転員は正常な判断ができないことを前提とし，対策

の実施にあたり実施組織要員として期待しないこととする。 

 

(２ ) 自主対策設備を用いたプルトニウム濃縮缶への供給停止 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知し，緊急停止系

を作動することにより，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が

発生した機器への供給液の供給を停止し，ＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応の再発を防止する。 

  ａ．手順着手の判断基準 

   プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶

気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度

高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合。 

  ｂ．操作手順 

   緊急停止系を用いたプルトニウム濃縮缶への供給停止の

手順の概要は以下のとおり。手順の成功は，プルトニウム濃

縮缶供給槽液位が一定となっていることにより判断する。手

順の対応フローを第 1.4－２図，概要図を第 1.4－３図に示

す。 

（ａ）実施責任者は，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プ

ルトニウム濃縮缶気相部の温度高警報，プルトニウム濃縮

缶液相部の温度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発

報したことによりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

を判断した場合，実施組織要員に緊急停止系の作動を連絡

するとともに，プルトニウム濃縮缶供給槽液位の指示値の
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確認を指示する。 

（ｂ）実施責任者は，緊急停止系を作動させ，実施組織要員に

緊急停止系作動の完了連絡を行う。 

（ｃ）実施組織要員は，監視制御盤にてプルトニウム濃縮缶供

給槽液位の指示値を約 20 分間確認し，実施責任者に確認結

果を報告する。 

（ｄ）実施責任者は，プルトニウム濃縮缶供給槽液位が，約 20

分間一定となっていることをもって，プルトニウム濃縮缶

への供給が停止したことを判断する。 

 ｃ．操作の成立性 

緊急停止系によるプルトニウム濃縮缶への供給停止の操

作は，実施組織要員１名にて作業を実施した場合，ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応の検知から緊急停止操作スイッチ

の操作まで１分以内で実施可能である。 

供給液の供給停止の判断は，実施組織要員２名にて確認作

業を実施した場合，作業開始の判断からプルトニウム濃縮缶

への供給が停止したことの判断まで 20 分以内に実施可能で

ある。 

 

(３ ) 加熱蒸気の供給停止 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知し，濃縮缶を加

熱するための蒸気発生器への蒸気供給を停止し，ＴＢＰ等の

錯体の急激な分解反応の再発を防止する。 

  ａ．手順着手の判断基準 
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   プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶

気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度

高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合。 

  ｂ．操作手順 

   加熱蒸気の供給停止の手順の概要は以下のとおり。手順の

成功は，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度がＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反応の発生する温度未満となることにより確

認する。手順の対応フローを第 1.4－２図，概要図を第 1.4

－３図，タイムチャートを第 1.4－４図に示す。また，対処

における各対策の判断方法と判断基準を第 1.4－４表に示

す。 

（ａ）実施責任者は，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プ

ルトニウム濃縮缶気相部の温度高警報，プルトニウム濃縮

缶液相部の温度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発

報したことによりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生

を検知した場合，実施組織要員に加熱蒸気の供給停止及び

監視制御盤でのプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計の確認

を指示する。 

（ｂ）実施組織要員は，蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手

動弁を閉止し，実施責任者に連絡を行う。 

（ｃ）実施組織要員は，監視制御盤にてプルトニウム濃縮缶加

熱蒸気温度計の指示値を確認し，実施責任者に確認結果を

報告する。 

（ｄ）実施責任者は，プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計の指

示値が，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生する温度
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未満となっていることにより，加熱蒸気の供給が停止した

ことを判断する。 

 ｃ．操作の成立性 

加熱蒸気の供給停止の操作は，実施組織要員４名にて作業

を実施した場合，作業開始の判断から蒸気発生器へ蒸気を供

給する系統の手動弁の閉止操作は 25 分以内に実施可能であ

り，加熱蒸気の供給が停止したことの判断は，作業開始の判

断から 50 分以内に実施可能である。  

 

(４ ) 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用い

た対応 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合には，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知し，プルトニウ

ム濃縮缶に接続される塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

を自動で停止すると共に，プルトニウム濃縮缶から，貯留タ

ンクへの経路を確立し，貯留設備の空気圧縮機を用いて貯留

設備の貯留タンクに放射性物質を含む気体を貯留する。 

また，放射性物質を含む気体を貯留タンクに貯留完了後，

塔槽類廃ガス処理設備を再起動し，通常時の放出経路に復旧

する。 

  ａ．手順着手の判断基準 

   プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶

気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度

高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合。 

また，塔槽類廃ガス処理設備の再起動は貯留タンクによる
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放射性物質を含む気体の貯留完了を確認した場合とする。具

体的には，貯留タンク内の圧力が貯留設備の空気圧縮機の吐

出圧力に達した場合に，貯留の完了と判断する。貯留設備は，

廃ガス処理系統内の空気を臨界事故において１時間にわた

って貯留できる設計とする。これは，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応における排ガス発生量よりも臨界事故では水素

掃気流量が多いためである。また，設計上の余裕を考慮した

容量を確保する。貯留タンク内の圧力の変化について，計算

結果を第 1.4－７図に示す。計算に使用した条件は下記のと

おり。 

精製建屋 貯留設備の貯留タンク容量 11ｍ３以上 

精製建屋 貯留設備の空気圧縮機の吐出圧力 0.76ＭＰａ 

精製建屋 廃ガス処理設備の空気流量 70ｍ３／ｈ（臨界事故） 

（参考） 

精製建屋 廃ガス処理設備の空気流量 42ｍ３／ｈ（ＴＢＰ等

の錯体の急激な分解反応） 

 

  ｂ．操作手順 

   貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用い

た対応の手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.4－２図，概要図を第 1.4－５図，タイムチャートを第 1.4

－６図に示す。また，対処における各対策の判断方法と判断

基準を第 1.4－４表に示す。 

（ａ）プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶

気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度
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高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報したことにより

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を検知した場合，論

理回路により，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流

路を自動的に遮断するとともに，貯留タンクへの経路を確立

し，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生する放射性

物質を含む気体を貯留する。 

（ｂ）実施責任者は，プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プ

ルトニウム濃縮缶気相部の温度高警報及びプルトニウム濃

縮缶液相部の温度高警報のうち，２つ以上の警報が同時に

発報したことによりＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発

生を検知した場合，実施組織要員に貯留設備の流量計及び

貯留設備の圧力計の確認を指示する。 

（ｃ）実施組織要員は，貯留タンクへの貯留開始後，貯留設備

の流量計及び貯留設備の圧力計の指示値を確認し，実施責

任者に確認結果を報告する。 

（ｄ）実施責任者は，貯留設備の流量及び圧力の確認結果から，

貯留タンクに放射性物質が導かれていることを確認すると

ともに，貯留タンク内の圧力が規定圧力に達したことによ

り，貯留が完了したことを判断する。貯留完了の判断後，

実施責任者は，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

隔離弁の開操作，排風機の起動操作，貯留設備の空気圧縮

機の停止操作及び隔離弁の閉止操作を指示する。 

（ｅ）実施組織要員は，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

の隔離弁の開操作を実施後，排風機の起動操作を実施する。

その後，貯留設備の空気圧縮機の停止操作及び隔離弁の閉
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止操作を実施し，操作が完了したことを実施責任者に報告

する。 

（ｆ）実施責任者は，塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

が通常時の放出経路になったこと，貯留設備の空気圧縮機

の停止及び遮断弁の閉止を確認し，作業が完了したことを

判断する。 

 ｃ．操作の成立性 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を用いた放出経路

の復旧のための操作は，実施組織要員２名にて作業を実施し

た場合，貯留タンクが規定圧力に到達してから塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の再起動完了及び貯留設備の貯留

完了まで 17 分以内で可能である。 

 

(５ )  放出低減対策 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタを用

いて大気中への放射性物質の放出を低減する。塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の経路上にある高性能粒子フィル

タに対する手順はない。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合，

プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶気

相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度高

警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合に，論理

回路を用いて，廃ガス ポットへの水封を自動で行うととも

に供給状態を供給配管の自動弁の開閉状態にて確認する。 
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 ａ．手順着手の判断基準 

   プルトニウム濃縮缶圧力の高高警報，プルトニウム濃縮缶

気相部の温度高警報及びプルトニウム濃縮缶液相部の温度

高警報のうち，２つ以上の警報が同時に発報した場合。 

 ｂ．操作手順 

   放出低減対策の手順の概要は以下のとおり。手順の成功は，

供給配管の自動弁が開状態となったことにより判断する。手

順の対応フローを第 1.4－２図，概要図を第 1.4－８図，タ

イムチャートを第 1.4－６図に示す。また，対処における各

対策の判断方法と判断基準を第 1.4－４表に示す。 

ｃ．操作の成立性 

放出低減対策は，実施組織要員２名にて作業を実施した場

合，作業開始の判断から廃ガスポットの水封成功の判断まで

５分以内に実施可能である。 

 

 (６ )  重大事故時の対応手段の選択 

重大事故時の対応手段の選択フローチャートを第 1.4－９

図に示す。 

 

1.4.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

  特になし。 
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第１.４-１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順対応手段，対処設備，手順書一覧（１／５） 

分
類 

機能喪失を  

想定する設備  

対

応  

手

段  

対処設備  手順書  

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
対
応
手
順 

【精製建屋】  

ＴＢＰ洗浄器  

 ・希釈剤流量計  

 

蒸気発生器  

 ・加熱蒸気圧力計  

 

加熱蒸気遮断弁  

一次蒸気遮断弁  

 

プルトニウム濃縮

缶  

・プルトニウム濃

縮缶密度制御  

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
濃
縮

缶
へ
の
供
給
停
止 

・プルトニウム精製設備のプルト

ニウム濃縮缶供給槽ゲデオン  

・プルトニウム精製設備の配管  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶供給槽液位計  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶圧力計  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶気相部温度計  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶液相部温度計  

・計測制御系統施設の監視制御盤  

重

大

事

故

等

対

処

設

備  

・精製施

設重大事

故等発生

時対応手

順書  
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第１.４-１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順対応手段，対処設備，手順書一覧（２／５） 

分
類 

機能喪失を  

想定する設備  

対

応  

手

段  

対処設備  手順書  

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
対
応
手
順 

【精製建屋】  

ＴＢＰ洗浄器  

 ・希釈剤流量計  

 

蒸気発生器  

 ・加熱蒸気圧力計  

 

加熱蒸気遮断弁  

一次蒸気遮断弁  

 

プルトニウム濃縮

缶  

・プルトニウム濃

縮缶密度制御  

自
主
対
策
設
備
を
用
い
た
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
縮
缶
へ
の
供
給
停
止 

・計測制御系統施設の緊急停止

系  

・計測制御系統施設の緊急停止

操作スイッチ  

自

主

対

策

設

備  

・精製施設

重大事故等

発生時対応

手順書  
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第１.４-１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順対応手段，対処設備，手順書一覧（３／５） 

分
類 

機能喪失を  

想定する設備  

対

応  

手

段  

対処設備  手順書  

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
対
応
手
順 

【精製建屋】  

ＴＢＰ洗浄器  

 ・希釈剤流量計  

 

蒸気発生器  

 ・加熱蒸気圧力計  

 

加熱蒸気遮断弁  

一次蒸気遮断弁  

 

プルトニウム濃縮

缶  

・プルトニウム濃

縮缶密度制御  

加
熱
蒸
気
の
供
給
停
止 

・プルトニウム精製設備の蒸気発

生器へ蒸気を供給する系統の手

動弁  

・プルトニウム精製設備の配管  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶加熱蒸気温度計  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶圧力計  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶気相部温度計  

・計測制御系統施設のプルトニウ

ム濃縮缶液相部温度計  

・計測制御系統施設の監視制御盤  

重

大

事

故

等

対

処

設

備  

・精製施

設重大事

故等発生

時対応手

順書  
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第１.４-１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順対応手段，対処設備，手順書一覧（４／５） 

分
類 

機能喪失を  

想定する設備  

対

応  

手

段  

対処設備  手順書  

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
対
応
手
順 

【精製建屋】  

ＴＢＰ洗浄器  

 ・希釈剤流量計  

 

蒸気発生器  

 ・加熱蒸気圧力計  

 

加熱蒸気遮断弁  

一次蒸気遮断弁  

 

プルトニウム濃縮

缶  

・プルトニウム濃

縮缶密度制御  

 

貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留
に
使
用
す
る
設
備
を
用
い
た
対
応 

・プルトニウム精製設備の配管  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の配管  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の高性能粒子フィル

タ  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の隔離弁  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の排風機  

・計測制御系統施設のプルトニ

ウム濃縮缶圧力計  

・計測制御系統施設のプルトニ

ウム濃縮缶気相部温度計  

・計測制御系統施設のプルトニ

ウム濃縮缶液相部温度計  

・計測制御系統施設の監視制御

盤  

・貯留設備の配管  

・貯留設備の隔離弁  

・貯留設備の空気圧縮機  

・貯留設備の貯留タンク  

・貯留設備の圧力計  

・貯留設備の流量計  

重

大

事

故

等

対

処

設

備  

・精製施

設重大事

故等発生

時対応手

順書  
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第１.４-１表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順対応手段，対処設備，手順書一覧（５／５） 

分
類 

機能喪失を  

想定する設備  

対

応  

手

段  

対処設備  手順書  

Ｔ
Ｂ
Ｐ
等
の
錯
体
の
急
激
な
分
解
反
応
の
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
措
置
の
対
応
手
順 

【精製建屋】  

ＴＢＰ洗浄器  

 ・希釈剤流量計  

 

蒸気発生器  

 ・加熱蒸気圧力計  

 

加熱蒸気遮断弁  

一次蒸気遮断弁  

 

プルトニウム濃縮

缶  

・プルトニウム濃

縮缶密度制御  

放
出
低
減

対
策 

・プルトニウム精製設備の配管  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の配管  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の高性能粒子フィル

タ  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の隔離弁  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の廃ガス  ポット  

・塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の排風機  

・貯留設備の配管  

・貯留設備の隔離弁  

・貯留設備の貯留タンク  

・貯留設備の圧力計  

・計測制御系統施設の監視制御

盤  

・計測制御系統施設のプルトニ

ウム濃縮缶圧力計  

・計測制御系統施設のプルトニ

ウム濃縮缶気相部温度計  

・計測制御系統施設のプルトニ

ウム濃縮缶液相部温度計  

 

重

大

事

故

等

対

処

設

備  

・精製施設

重大事故等

発生時対応

手順書  
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第１．４－２表 監視計器類の仕様 

 常設重大事故等対処設備 

対応手段  
重大事故等の対応に  

必要となる監視項目  
監視パラメータ（監視計器） 

1.4.2.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置の対応

手順  

 (１ )プルトニウム濃縮缶への供給停止   

精製施設重大事

故等発生時対応

手順書  

判

断

基

準  

プルトニウム濃縮缶  

供給槽液位  

プルトニウム濃縮缶  

供給槽液位計  

1.4.2.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置の対応

手順  

  (２ ) 自主対策設備を用いたプルトニウム濃縮缶への供給停止  

精製施設重大事

故等発生時対応

手順書  

判

断

基

準  

プルトニウム濃縮缶  

供給槽液位  

プルトニウム濃縮缶  

供給槽液位計  

1.4.2.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置の対応

手順  

 (３ ) 加熱蒸気の供給停止  

精製施設重大事

故等発生時対応

手順書  

判

断

基

準  

プルトニウム濃縮缶  

加熱蒸気温度  

プルトニウム濃縮缶  

加熱蒸気温度計  

1.4.2.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置の対応

手順  

  (４ ) 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用いた対応  

精製施設重大事

故等発生時対応

手順書  

判

断

基

準  

貯留設備の流量  貯留設備の流量計  

貯留設備の圧力  貯留設備の圧力計  
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重大事故等対処設備 自主対策設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備 重大事故等対処設備
緊急停止操作スイッチ（電路含む） × ○ × × ×
緊急停止系（工程制御盤、電路含む） × ○ × × ×
監視制御盤 ○ × ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶供給槽液位計 ○ × × × ×
プルトニウム濃縮缶圧力計 ○ × ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶気相部温度計 ○ × ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶液相部温度計 ○ × ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計 × × ○ × ×
配管・弁［流路］ ○ × ○ ○ ○
プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン ○ × × × ×
蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁 × × ○ × ×
主配管・弁［流路］ × × × ○ ○
高性能粒子フィルタ × × × ○ ○
隔離弁 × × × ○ ○
廃ガス ポット × × × × ○
排風機 × × × ○ ○
貯留設備の配管［流路］ × × × ○ ○
貯留設備の隔離弁 × × × ○ ○
貯留設備の空気圧縮機 × × × ○ ×
貯留設備の貯留タンク × × × ○ ○
貯留設備の圧力計 × × × ○ ○
貯留設備の流量計 × × × ○ ×

塔槽類廃ガス処理設備

－

第１．４－３表　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処において使用する設備

プルトニウム濃縮缶への
供給停止

加熱蒸気の供給停止
貯留設備による

放射性物質の貯留
放出低減対策

設備名称 構成する機器
機器グループ

設備

精製建屋
TBP爆発

計測制御系統施設

プルトニウム精製設備

TBP爆発に対処するための措置
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判断項目 判断方法 判断基準

プルトニウム濃縮缶への供給停止の判
断

プルトニウム濃縮缶供給槽液位計によりプルト
ニウム濃縮缶への供給が停止したことを判断

プルトニウム濃縮缶供給槽液位の指示値が一定で低下が
確認されないこと

加熱蒸気の供給停止の判断
プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計により加熱
蒸気の供給が停止したことを判断

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度がＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応の発生する温度未満まで低下すること

空気圧縮機を用いて貯留設備の貯留
タンクに放射性物質を含む気体の貯
留完了判断

貯留タンク入口の流量計の確認及び貯留タン
クの圧力計を確認し貯留の完了を判断

貯留タンク入口の流量が一定となること
貯留タンクの内圧が規定の圧力に達すること

空気圧縮機を用いて貯留設備の貯留
タンクに放射性物質を含む気体の貯
留維持判断

貯留タンクの圧力計を確認し貯留の維持を判
断

貯留タンクの内圧が貯留完了時の圧力と比較し有意な低
下が無いこと

廃ガス ポットへの水封の自動供給の
判断

供給配管の自動弁の開閉状態より判断 供給配管の自動弁が開となっていること

第１．４－４表　ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処における各対策の判断方法と判断基準
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第 1.4－５表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を 

想定する機器 

建屋 機器名 

精製建屋 プルトニウム濃縮缶 
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第１.４－１図 機能喪失原因対策分析図

プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の
錯体の急激な分解反応の発生

③

②

① ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対応手段

①：プルトニウム濃縮缶への供給停止

②：加熱蒸気の供給停止

③：貯留設備を用いた放射性物質の貯留

④：放出低減

⑤：緊急停止系によるプルトニウム濃縮缶への供給停止（自主）

ＴＢＰ洗浄器

での希釈剤流

量制御系の異

常

プルトニウム

濃縮缶密度制

御系の異常

プルトニウム

濃縮缶液位低

による一次蒸

気供給停止機

能の喪失

運転員による

缶内密度、温

度の確認忘れ

又は異常検知

失敗

論理積

凡例

④

⑤

運転員による

希釈剤流量の

定期的な確認

貯槽下部から

の液の抜き出

し

液位低イン

ターロックに

よる移送停止

移送前の分析

によるＴＢＰ

濃度の確認

プルトニウム

濃縮缶加熱蒸

気圧力制御系

の異常

加熱蒸気温度

高による一次

蒸気供給停止

機能の喪失

加熱蒸気温度

高による加熱

蒸気供給停止

機能の喪失

運転員による

加熱蒸気温度

の確認忘れ又

は異常検知失

敗

加熱蒸気温度

高警報に基づ

く運転員によ

る対処

加熱蒸気圧力

高警報に基づ

く運転員によ

る対処

加熱蒸気温度の135℃への到達防止

ＴＢＰ等の濃縮缶への持ち込み防止

プルトニウム

濃縮缶密度高

による一次蒸

気供給停止機

能の喪失

過濃縮（溶液温度の135℃到達）防止

論理和
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貯留タンクへの導出弁
「開」（自動）

貯留タンクへの貯留
（自動）

貯留タンクの規定圧力への到達

貯留設備の遮断弁「閉」（手動）

塔槽類廃ガス処理系（プルト
ニウム系）「停止」（自動）

貯留タンクへの貯留状況確認

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の隔離弁「開」（手動）

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応

：操作・確認

：判断

：監視

：プルトニウム濃縮缶への供給停止

：加熱蒸気の供給停止

：貯留設備による放射性物質の貯留

：放出低減対策

凡例

プルトニウム濃縮缶への供給停止 貯留設備による放射性物質の貯留

プルトニウム濃縮缶供給槽
ゲデオンの停止信号（自動）

プルトニウム濃縮缶
供給槽液位計の監視

蒸気発生器へ蒸気を供給する
系統の手動弁「閉止」（手動）

プルトニウム濃縮缶
加熱蒸気温度計の監視

プルトニウム濃縮缶への
供給停止の判断※２

加熱蒸気の停止の判断※３

廃ガスポットへの
水封開始信号（自動）

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温
度計の指示値を確認

廃ガスポットへの
水封状況の確認

放出低減対策

※１ 重大事故等への対処の移行判断
（下記３つの警報のうち２つ以上が同時に発報したことで判断する）

・プルトニウム濃縮缶の圧力高高警報の発報
・プルトニウム濃縮缶の気相部温度高警報の発報
・プルトニウム濃縮缶の液相部温度高警報の発報

※２ 供給液の供給停止の状況確認
・プルトニウム濃縮缶供給槽の液位が約20分一定であること

※３ 加熱蒸気の停止の状況確認
・加熱蒸気温度がＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生する

温度未満となっていること
※４ 供給配管の自動弁が開となったことを確認

重大事故等への対処の移行判断※1

第１.４－２図「精製建屋におけるプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」の手順の概要

廃ガスポットへの水封完了の
判断※４

プルトニウム濃縮缶供給槽液位
計の指示値を確認

加熱蒸気の供給停止

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）
の排風機「起動」（手動）

貯留設備の空気圧縮機「停止」（手動）
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第1.４－３図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応収束設備）

（建屋境界）

蒸気供給設備

一般蒸気系から
蒸気発生器

プルトニウム濃縮缶

供給槽

プルトニウム

濃縮缶

プルトニウム濃縮缶

供給槽ゲデオン

※１ 精製施設のプルトニウム精製設備

汚染のおそれのある区域

※１

Ｐ Ｔ

Ｌ

Ｔ プルトニウム
濃縮缶セル

Ｔ

放射性配管分岐第１セル

プルトニウム濃縮缶
供給槽セル
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第1.4-4図　「精製建屋のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の分解反応」の
拡大防止対策の作業と所要時間

経過時間（分）

備　　考

・加熱蒸気温度の監視

２

1

要員数

実施
責任者

Ａ，Ｂ

Ｃ，Ｄ ２

Ａ，Ｂ ２液位監視

加熱蒸気の
供給停止

対策 作業

発生検知

・プルトニウム濃縮缶の圧力高高警報，プルトニウム濃
縮缶の気相部温度高警報及びプルトニウム濃縮缶の液相
部温度高警報の３つのうち２つ以上が同時に発報した場
合にＴＢＰ等の錯体の急激な反応分解の発生を判断

拡大防止
・蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁の閉止

温度監視

・プルトニウム濃縮缶供給槽液位の監視

0:10

▽事象発生

0:25

0:20 0:30 0:40 0:50 1:00

0:01

0:05

0:20
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第1.4-５図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（換気系統遮断・貯留設備）（プルトニウム濃縮缶）

（建屋境界）

※２

汚染のおそれのある区域

重大事故等対処共通設備の

管理放出設備へ

貯留タンク

Ｐ

Ｆ

※１ 精製施設のプルトニウム精製設備
※２ 気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

プルトニウム

濃縮缶

※１

※２

プルトニウム系
塔槽類廃ガス洗浄塔セル

廃ガス ポット

Ｐ ＴＴ

プルトニウム
濃縮缶セル
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・プルトニウム濃縮缶の圧力高高警報，プルトニウム濃
縮缶の気相部温度高警報及びプルトニウム濃縮缶の液相
部温度高警報の３つのうち２つ以上が同時に発報した場
合にＴＢＰ等の錯体の急激な反応分解の発生を判断

実施
責任者

1

２

貯留設備による放
射性物質の貯留

・貯留設備の隔離弁の閉止

２

異常な水準の
放出防止対策

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の操
作 Ａ，Ｂ

放出経路構築

貯留状況確認

２

・貯留設備の空気圧縮機の停止

２Ａ，Ｂ

備　　考

・貯留タンク内圧力及び流量の監視

Ｅ，Ｆ

Ａ，Ｂ

２

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の起
動 Ａ，Ｂ

第1.4-6図 「精製建屋のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の分解反応」
異常な水準の放出防止対策の作業と所要時間

対策 作業

経過時間（分）

要員数

0:10

▽事象発生

0:20 0:30 0:40

▽貯留タンク内圧力が規定圧力に到達

0:05

0:05

0:01

0:02

0:05
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第１.４－７図 貯留設備の貯留タンク内の圧力推移
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第1.4-８図 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための設備の系統概要図
（放出影響緩和設備）

（建屋境界）

※２

汚染のおそれのある区域

重大事故等対処共通設備の

管理放出設備へ

貯留タンク

Ｐ

Ｆ

※１ 精製施設のプルトニウム精製設備
※２ 気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）

プルトニウム

濃縮缶

※１

※２

プルトニウム系
塔槽類廃ガス洗浄塔セル

廃ガス ポット

Ｐ ＴＴ

プルトニウム
濃縮缶セル
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第１.４－９図 対応手段の選択フローチャート（１／２）

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置の対応手段の選択
（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備
ＴＢＰ等の錯体の急激な

分解反応発生

ＴＢＰ等の錯体
の急激な分解反
応発生判断

緊急停止系による供給液の
供給停止

加熱蒸気温度の確認

プルトニウム濃縮缶への供給液の
供給停止（自動）

貯留タンクへの貯留（自動）

加熱蒸気の供給停止

供給槽液位の確認

貯留タンク流量及び
貯留タンク圧力の確認

貯留完了
の判断

対応手段の選択フロー
チャート「Ａ」へ

対応手段の選択フロー
チャート「Ｂ」へ

廃ガスポットへの
水封（自動）

廃ガスポットへの
水封状況の確認

対応手段の選択フロー
チャート「Ｃ」へ

水封完了の
判断

対応手段の選択フロー
チャート「Ｄ」へ
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第１.４－９図 対応手段のフローチャート（２／２）

遮断弁「閉」及び空気圧縮機
「停止」

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の収束

Ｃ．塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）の隔離弁の
「開」及び排風機の「起動」

（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大の防止のための措置の対応手段の選択

Ａ．供給停止
完了の判断

Ｂ．加熱蒸気停
止完了の判断 Ｄ．より
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/7）

技 術 的 能 力 審 査 基 準（ １ ．４ ） 番 号 設 置 許 可 基 準 規 則（ 第 ３ ７ 条 ） 技 術 基 準 規 則（ 第 ４ ０ 条 ） 番 号

【 本 文 】

再 処 理 事 業 者 に お い て 、 セ ル

内 に お い て 有 機 溶 媒 そ の 他 の

物 質 を 内 包 す る 施 設 に お い

て 、 再 処 理 規 則 第 1 条 の ３ 第

４ 号 に 規 定 す る 重 大 事 故 の 発

生 又 は 拡 大 を 防 止 す る た め に

必 要 な 次 に 掲 げ る 手 順 等 が 適

切 に 整 備 さ れ て い る か 、 又 は

整 備 さ れ る 方 針 が 適 切 に 示 さ

れ て い る こ と 。

－

【 本 文 】

セ ル 内 に お い て 有 機 溶 媒 そ の

他 の 物 質 を 内 包 す る 施 設 に

は 、 再 処 理 規 則 第 一 条 の 三 第

四 号 に 規 定 す る 重 大 事 故 の 発

生 又 は 拡 大 を 防 止 す る た め に

必 要 な 次 に 掲 げ る 重 大 事 故 等

対 処 設 備 を 設 け な け れ ば な ら

な い 。

【 本 文 】

セ ル 内 に お い て 有 機 溶 媒

そ の 他 の 物 質 を 内 包 す る

施 設 に は 、 再 処 理 規 則 第

一 条 の 三 第 四 号 に 規 定 す

る 重 大 事 故 の 発 生 又 は 拡

大 を 防 止 す る た め に 必 要

な 次 に 掲 げ る 重 大 事 故 等

対 処 設 備 が 設 け ら れ て い

な け れ ば な ら な い 。

－

一  火 災 又 は 爆 発 の 発 生（ リ ン

酸 ト リ ブ チ ル の 混 入 に よ る 急

激 な 分 解 反 応 に よ り 発 生 す る

も の を 除 く 。 ） を 未 然 に 防 止

す る た め に 必 要 な 手 順 等

－

一  火 災 又 は 爆 発 の 発 生（ リ ン

酸 ト リ ブ チ ル の 混 入 に よ る 急

激 な 分 解 反 応 に よ り 発 生 す る

も の を 除 く 。 ） を 未 然 に 防 止

す る た め に 必 要 な 設 備

一  火 災 又 は 爆 発 の 発 生

（ リ ン 酸 ト リ ブ チ ル の 混

入 に よ る 急 激 な 分 解 反 応

に よ り 発 生 す る も の を 除

く 。 ） を 未 然 に 防 止 す る

た め に 必 要 な 設 備

－

二  火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た

場 合 に お い て 火 災 又 は 爆 発 を

収 束 さ せ る た め に 必 要 な 手 順

等

①

二  火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た

場 合 に お い て 火 災 又 は 爆 発 を

収 束 さ せ る た め に 必 要 な 設 備

二  火 災 又 は 爆 発 が 発 生

し た 場 合 に お い て 火 災 又

は 爆 発 を 収 束 さ せ る た め

に 必 要 な 設 備

⑦

三  火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た

整 備 に 接 続 す る 換 気 系 統 の 配

管 の 流 路 を 遮 断 す る た め に 必

要 な 手 順 等 及 び 換 気 系 統 の 配

管 内 が 加 圧 状 態 に な っ た 場 合

に セ ル 内 に 設 置 さ れ た 配 管 の

外 部 へ 放 射 性 物 質 を 排 出 す る

た め に 必 要 な 手 順 等

②

三  火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た

設 備 に 接 続 す る 換 気 系 統 の 配

管 の 流 路 を 遮 断 す る た め に 必

要 な 設 備 及 び 換 気 系 統 の 配 管

内 が 加 圧 状 態 に な っ た 場 合 に

セ ル 内 に 設 置 さ れ た 配 管 の 外

部 へ 放 射 性 物 質 を 排 出 す る た

め に 必 要 な 設 備

三  火 災 又 は 爆 発 が 発 生

し た 設 備 に 接 続 す る 換 気

系 統 の 配 管 の 流 路 を 遮 断

す る た め に 必 要 な 設 備 及

び 換 気 系 統 の 配 管 内 が 加

圧 状 態 に な っ た 場 合 に セ

ル 内 に 設 置 さ れ た 配 管 の

外 部 へ 放 射 性 物 質 を 排 出

す る た め に 必 要 な 設 備

⑧

四  火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た

場 合 に お い て 放 射 性 物 質 の 放

出 に よ る 影 響 を 緩 和 す る た め

に 必 要 な 手 順 等

③

四  火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た

場 合 に お い て 放 射 性 物 質 の 放

出 に よ る 影 響 を 緩 和 す る た め

に 必 要 な 設 備

四  火 災 又 は 爆 発 が 発 生

し た 場 合 に お い て 放 射 性

物 質 の 放 出 に よ る 影 響 を

緩 和 す る た め に 必 要 な 設

備

⑨

添付資料 1.4.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/7）

技 術 的 能 力 審 査 基 準（ １ ．４ ） 番 号 設 置 許 可 基 準 規 則（ 第 ３ ７ 条 ） 技 術 基 準 規 則（ 第 ４ ０ 条 ） 番 号

【 解 釈 】  

１  第 １ 号 に 規 定 す る「 火 災 又

は 爆 発 の 発 生 （ リ ン 酸 ト リ ブ

チ ル の 混 入 に よ る 急 激 な 分 解

反 応 に よ り 発 生 す る も の を 除

く 。 ） を 未 然 に 防 止 す る た め

に 手 順 等 」 と は 、 例 え ば 、 設

計 基 準 の 要 求 に よ り 措 置 し た

設 備 と は 異 な る 溶 液 の 回 収 ・

移 送 設 備 及 び セ ル 内 注 水 設 備

を 作 動 さ せ る た め の 手 順 等 を

言 う 。  

－

【 解 釈 】  

１  第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る

「 火 災 又 は 爆 発 の 発 生 （ リ ン

酸 ト リ ブ チ ル の 混 入 に よ る 急

激 な 分 解 反 応 に よ り 発 生 す る

も の を 除 く 。 ） を 未 然 に 防 止

す る た め に 必 要 な 設 備 」と は 、

設 計 基 準 の 要 求 に よ り 措 置 し

た 設 備 と は 異 な る 溶 液 の 回

収 ・ 移 送 設 備 、 セ ル 内 注 水 設

備 等 を い う 。  

ま た 、設 備 の 必 要 な 個 数 は 、

当 該 重 大 事 故 等 が 発 生 す る お

そ れ が あ る 安 全 上 重 要 な 施 設

の 機 器 ご と に １ セ ッ ト と す

る 。  

－ －

２  第 ２ 号 に 規 定 す る「 火 災 又

は 爆 発 が 発 生 し た 場 合 に お い

て 火 災 又 は 爆 発 を 収 束 さ せ る

た め に 必 要 な 手 順 等 」 と は 、

例 え ば 、 設 計 基 準 の 要 求 に よ

り 措 置 し た 設 備 と は 異 な る 消

火 設 備 や 窒 息 消 火 設 備 （ ダ ン

パ 等 の 閉 止 ） 、 漏 え い し た 溶

液 の 冷 却 設 備 及 び セ ル 内 注 水

設 備 を 作 動 さ せ る た め の 手 順

等 を い う 。  

④

２  第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る

「 火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た 場

合 に お い て 火 災 又 は 爆 発 を 収

束 さ せ る た め に 必 要 な 設 備 」

と は 、 設 計 基 準 の 要 求 に よ り

措 置 し た 設 備 と は 異 な る 消 火

設 備 や 窒 息 消 火 設 備 （ ダ ン パ

等 の 閉 止 ） 、 漏 え い し た 溶 液

の 冷 却 設 備 、 セ ル 内 注 水 設 備

等 を い う 。  

ま た 、設 備 の 必 要 な 個 数 は 、

当 該 重 大 事 故 等 が 発 生 す る お

そ れ が あ る 安 全 上 重 要 な 施 設

の 機 器 ご と に １ セ ッ ト と す

る 。  

－ ⑩

３  第 ３ 号 に 規 定 す る「 火 災 又

は 爆 発 が 発 生 し た 設 備 に 接 続

す る 換 気 系 統 の 配 管 の 流 路 を

遮 断 す る た め に 必 要 な 手 順 等

及 び 換 気 系 統 の 配 管 内 が 加 圧

状 態 に な っ た 場 合 に セ ル 内 に

設 置 さ れ た 配 管 の 外 部 へ 放 射

性 物 質 を 排 出 す る た め に 必 要

な 手 順 等 」 と は 、 例 え ば 、 換

気 系 統 （ 機 器 及 び セ ル ） の 流

路 を 閉 止 す る た め の 閉 止 弁 、

密 閉 式 ダ ン パ 、 セ ル 内 に 設 置

さ れ た 配 管 の 外 部 へ 放 射 性 物

質 を 排 出 す る た め の 設 備 を 作

動 さ せ る た め の 手 順 等 を い

う 。  

⑤

３  第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る

「 火 災 又 は 爆 発 が 発 生 し た 設

備 に 接 続 す る 換 気 系 統 の 配 管

の 流 路 を 遮 断 す る た め に 必 要

な 設 備 」 と は 、 閉 止 弁 、 密 閉

式 ダ ン パ 等 を い い 、 「 換 気 系

統 の 配 管 内 が 加 圧 状 態 に な っ

た 場 合 に セ ル 内 に 設 置 さ れ た

配 管 の 外 部 へ 放 射 性 物 質 を 排

出 す る た め に 必 要 な 設 備 」 と

は 、 水 封 安 全 器 等 を い う 。  

ま た 、設 備 の 必 要 な 個 数 は 、

当 該 重 大 事 故 等 が 発 生 す る お

そ れ が あ る 安 全 上 重 要 な 施 設

の 機 器 ご と に １ セ ッ ト と す

る 。  

－ ⑪
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3/7）

４  第 ４ 号 に 規 定 す る「 火 災 又

は 爆 発 が 発 生 し た 場 合 に お い

て 放 射 性 物 質 の 放 出 に よ る 影

響 を 緩 和 す る た め に 必 要 な 手

順 等 」 と は 、 例 え ば 、 セ ル 換

気 系 統 の 有 す る 機 能 及 び 性 能

の う ち 、 事 故 に 対 応 す る た め

に 必 要 な も の を 代 替 す る 設 備

を 作 動 さ せ る た め の 手 順 等 を

い う 。  

⑥

４  第 １ 項 第 ４ 号 に 規 定 す る

「 放 射 性 物 質 の 放 出 に よ る 影

響 を 緩 和 す る た め に 必 要 な 設

備 」 と は 、 セ ル 換 気 系 統 を 代

替 す る た め の 設 備 等 を い う 。

ま た 、 セ ル 換 気 系 統 の 放 射

性 物 質 を 低 減 す る 機 能 を 代 替

す る た め の 設 備 の 必 要 な 個 数

は 、 再 処 理 施 設 に 設 置 さ れ た

排 風 機 の 台 数 と 同 数 と す る 。

－ ⑫

５  上 記 １ 、２ 及 び ３ に つ い て

は 、 設 備 の 信 頼 性 が 十 分 に 高

い と 判 断 さ れ な い 場 合 に は 、

多 様 性 も 考 慮 し て 動 作 原 理 の

異 な る 設 備 を 追 加 す る こ と 。  

－ －

６  同 時 に 又 は 連 鎖 し て 発 生

す る 可 能 性 の な い 事 故 の 間

で 、 設 備 を 共 用 す る こ と は 妨

げ な い 。  

－ －

５  上 記 １ か ら ４ ま で の 手 順

等 に は 、 対 策 を 実 施 す る た め

に 必 要 と な る 電 源 、 補 給 水 、

施 設 の 状 態 を 監 視 す る た め の

手 順 等 を 含 む 。  

－

７  上 記 の 措 置 に は 、対 策 を 実

施 す る た め に 必 要 と な る 電

源 、 補 給 水 、 施 設 の 状 態 を 監

視 す る た め の 設 備 の 整 備 を 含

む 。  

－ －
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4/7）  

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段  
自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番

号  

備 考  手 段  機 器 名 称  

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

濃

縮

缶

へ

の

供

給

停

止 

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 の

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給

槽 ゲ デ オ ン  

既 設  

①  

④  

⑦  

⑩  

－  
自

主

対

策

設

備

を

用

い

た

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

濃

縮

缶

へ

の

供

給

停

止 
計 測 制 御 系 統 施 設 の

緊 急 停 止 系  

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 の

配 管  
既 設  －  

計 測 制 御 系 統 施 設 の

緊 急 停 止 操 作 ス イ ッ

チ  

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 供 給 槽 液

位 計  

既 設  －  －  

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 圧 力 計  
既 設  －  －  

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 気 相 部 温

度 計  

既 設  －  －  

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 液 相 部 温

度 計  

既 設  －  －  

計 測 制 御 系 統 施 設 の 監 視

制 御 盤  
既 設  －  －  
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5/7）

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段
自 主 対 策 設 備

手 段 機 器 名 称
既 設

新 設

解 釈

対 応 番

号

備 考 手 段 機 器 名 称

加

熱

蒸

気

の

供

給

停

止 

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 の

蒸 気 発 生 器 へ 蒸 気 を 供 給

す る 系 統 の 手 動 弁  

既 設

①

④

⑦

⑩

－

｜ －

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 の

配 管  
既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 加 熱 蒸 気

温 度 計

既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 圧 力 計
既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 気 相 部 温

度 計

既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 液 相 部 温

度 計

既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の 監 視

制 御 盤  
既 設 －
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6/7）

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段
自 主 対 策 設 備

手 段 機 器 名 称
既 設

新 設

解 釈

対 応 番

号

備 考 手 段 機 器 名 称

貯

留

設

備

に

よ

る

放

射

性

物

質

の

貯

留

に

使

用

す

る

設

備

を

用

い

た

対

応 

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 の

配 管  
既 設

②

⑤

⑧

⑪

－

｜ －

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ） の 配 管
既 設 －

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ）の 高 性 能 粒 子

フ ィ ル タ

既 設 －

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ） の 隔 離 弁
既 設 －

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ） の 排 風 機
既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 圧 力 計
既 設

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 気 相 部 温

度 計

既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 液 相 部 温

度 計

既 設 －

計 測 制 御 系 統 施 設 の 監 視

制 御 盤  
既 設 －

貯 留 設 備 の 配 管 新 設

貯 留 設 備 の 隔 離 弁 新 設

貯 留 設 備 の 空 気 圧 縮 機 新 設

貯 留 設 備 の 貯 留 タ ン ク 新 設

貯 留 設 備 の 圧 力 計 新 設 －

貯 留 設 備 の 流 量 計 新 設
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（7/7）  

重 大 事 故 等 対 処 設 備 を 使 用 し た 手 段  

審 査 基 準 の 要 求 に 適 合 す る た め の 手 段  
自 主 対 策 設 備  

手 段  機 器 名 称  
既 設  

新 設  

解 釈  

対 応 番

号  

備 考  手 段  機 器 名 称  

放

出

低

減

対

策 

プ ル ト ニ ウ ム 精 製 設 備 の

配 管  
既 設  

③  

⑥  

⑨  

⑫  

－  

｜ －  

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ） の 配 管  
既 設  －  

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ）の 高 性 能 粒 子

フ ィ ル タ  

既 設  －  

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ） の  

隔 離 弁  

既 設   

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ） の  

廃 ガ ス ポ ッ ト  

既 設   

塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 系（ プ ル

ト ニ ウ ム 系 ） の  

排 風 機  

既 設   

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 圧 力 計  
既 設   

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 気 相 部 温

度 計  

既 設   

計 測 制 御 系 統 施 設 の プ ル

ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 液 相 部 温

度 計  

既 設  －  

計 測 制 御 系 統 施 設 の 監 視

制 御 盤  
既 設  －  

貯 留 設 備 の 配 管  新 設   

貯 留 設 備 の 隔 離 弁  新 設  －  

貯 留 設 備 の 貯 留 タ ン ク  新 設   

貯 留 設 備 の 圧 力 計  新 設  －  
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自主対策設備仕様

機器名称 常設／可搬 耐震性

緊急停止系 常設 - 

緊急停止操作スイッチ 常設 - 

添付資料 1.4.2 
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重大事故対策の成立性 

 

１．ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応を収束するための対応手順 

(１) プルトニウム濃縮缶への供給停止 

 ａ．所要時間 

作業内容 
想定作業 

時間 
実績等 備考 

プルトニウム濃縮缶供給槽液位監視 20 分 -   

 

 ｂ．操作の成立性 

    作業環境：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作

業環境で作業を行う。 

    移動経路：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作

業環境であることから，中央制御室内でのアクセス

ルートに支障はない。 

    操作性 ：液位の監視操作は容易であり，操作が可能である。 

    連絡手段：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作

業環境であることから，口頭又は所内携帯電話によ

り連絡が可能である。 

 

(２) 加熱蒸気の供給停止 

 ａ．所要時間 

作業内容 
想定作業 

時間 
実績等 備考 

蒸気発生器へ蒸気を供給する系統の手動弁の

閉止 
５分 -    

加熱蒸気温度の監視 25 分 -   

 

 ｂ．操作の成立性 

    作業環境：建屋内照明は点灯した状態，且つ通常の管理服で作

業を行う。 

    移動経路：建屋内照明は点灯した状態，且つ阻害要因がないこ

とからアクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：系統を遮断するための操作は通常の弁操作であり容

易に操作が可能である。 

添付資料 1.4.3 
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 連絡手段：操作を行う建屋内から所内携帯電話により，中央制

御室との連絡が可能である。 

(３) 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備を用いた対応

ａ．所要時間

作業内容 
想定作業 

時間 
実績等 備考 

貯留タンク内圧力監視 

事象発生

から継続

して実施 

- 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の 

隔離弁の開操作 
２分 - 

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の 

排風機の起動 
５分 - 

貯留設備の空気圧縮機の停止 ５分 - 

貯留設備の隔離弁の閉操作 ５分 - 

ｂ．操作の成立性 

 作業環境：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作

業環境で作業を行う。 

 移動経路：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作

業環境であることから，中央制御室内でのアクセス

ルートに支障はない。

 操作性 ：塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁の

開操作，排風機の起動操作，貯留設備の空気圧縮機

の停止操作及び隔離弁の閉操作は容易であり，操作

が可能である。 

 連絡手段：中央制御室は照明が点灯した状態であり，通常の作

業環境であることから，口頭又は所内携帯電話によ

り連絡が可能である。 

以上 
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